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議案第６号 

君津市中小企業資金融資及び利子補給に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

 君津市中小企業資金融資及び利子補給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定するものとする。 

平成３０年８月３１日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

 産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第２６号）による産業競争

力強化法（平成２５年法律第９８号）の一部改正に伴い、条例の規定を整理するため、君

津市中小企業資金融資及び利子補給に関する条例（昭和４７年君津市条例第６号）の一部

を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

   君津市中小企業資金融資及び利子補給に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 君津市中小企業資金融資及び利子補給に関する条例（昭和４７年君津市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号中「第２条第２３項」を「第２条第２０項」に改める。 

第２条 君津市中小企業資金融資及び利子補給に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号中「第２条第２０項」を「第２条第２４項」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は産業競争力強化法等の一部を

改正する法律（平成３０年法律第２６号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から

施行する。 
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君津市中小企業資金融資及び利子補給に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条による改正  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(1) ～(2) 省略  (1) ～(2) 省略 

(3) 創業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第

２条第３項又は産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第

２条第２０項に規定する創業者のうち、新たに市内で事業を開始

しようとするものをいう。 

(3) 創業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第

２条第３項又は産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第

２条第２３項に規定する創業者のうち、新たに市内で事業を開始

しようとするものをいう。 

(4) ～(7) 省略 (4) ～(7) 省略 

第２条による改正  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(1) ～(2) 省略  (1) ～(2) 省略 

(3) 創業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第

２条第３項又は産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第

２条第２４項に規定する創業者のうち、新たに市内で事業を開始

しようとするものをいう。 

(3) 創業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第

２条第３項又は産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第

２条第２０項に規定する創業者のうち、新たに市内で事業を開始

しようとするものをいう。 

(4) ～(7) 省略 (4) ～(7) 省略 


